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介護老人福祉施設 愛しや 

「介護予防短期入所生活介護（介護予防ショートステイ）」・ 

「短期入所生活介護（ショートステイ）」重要事項説明書 

 

この重要事項説明書は、お客様が「介護予防短期入所生活介護（介護予防ショートステイ）」・「短期入所生活介護

（ショートステイ）」の契約にあたって、お客様やご家族の方に知っていただきたい事項を記載したものであり、

契約書の内容をご理解していただけるような内容となっております。 

 

※ 当サービスの利用については、要介護（要支援）認定の結果「要支援１」及び「要支援２」と認定され

た方は「介護予防短期入所生活介護」の対象となり、「要介護１」から「要介護５」と認定された方は「短

期入所生活介護」が対象となります。要介護（要支援）認定をまだ受けていない方でも、「要支援」・「要介

護」と認定されることが想定される場合には、サービスの利用は可能です。 

 

◎ 当事業所の概要 

１．事業者 

（１）法人名     社会福祉法人 明倫福祉会 

（２）法人所在地   神戸市中央区港島中町５丁目２番地 

（３）電話番号    ０７８－３０３－０６００ 

（４）代表者氏名   理事長 宮地 千尋 

（５）設立年月    平成１２年 ３月３１日 

 

２．事業所の概要  

（１）事業所の種類  介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護 

（兵庫県第２８７１０００８１２号） 

※当事業所は、介護老人福祉施設 愛しやに併設されています。 

（２）事業所の目的 

当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、短期入所生

活介護計画に基づいて、機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の

世話を行う。 

（３）所在地    〒６５９－００３２ 兵庫県芦屋市浜風町３１－３ 

（４）電話番号   ０７９７－２３－７３００  

（５）ＦＡＸ番号  ０７９７－２３－７３０１ 

（６）アクセス   最寄り駅：阪神打出駅下車 最寄り駅より約２ｋｍ、所要時間約３０分 

（７）管理者    和田 周郎 

（８）事業所の運営方針 

利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用

者に対し身体拘束を行わない。また、介護老人福祉施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事

業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において総

合的サービス提供を受けることができるよう努める。また、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「に

こやか」で、「個性豊か」に過ごすことができるようサービス提供に努める。更に、サービス提供にあた

っては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいよう

に指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めることを運営方針とする。 
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（９）開設日    平成１９年３月１５日 

（１０）営業日及び営業時間 

営業日 年中無休  

受付時間 ８時３０分～１７時３０分 

（１１）利用定員   ２０名 

（１２）通常の事業の実施地域 芦屋市・神戸市東灘区・西宮市（一部地域除く） 

 

４．居室の概要 

（１）居室等の概要 

当施設では以下の居室・設備をご用意しています。厚生労働省が定める基準により、短期入所生活介護サ

ービスに必置が義務づけられている施設・設備です。 

 

 

 

 

 

 

☆ 居室の変更：ご利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でそ

の可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況により居室を変更する場合があり

ます。その際には、ご利用者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

◎ 職員の配置状況（令和６年４月１日） 

当事業所では、利用者に対して短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置

しています。（※但し、本体の介護老人福祉施設の職員を含む。） 

＜主な職員の配置状況＞           

職種 常勤職員 非常勤職員 常勤換算 

事業所長（管理者） １名  １ 

生活相談員 ３名  ３ 

介護職員 ４５名 ２０名 ５４．５ 

看護職員 ５名 ４名 ７．７ 

機能訓練指導員 １名  １ 

介護支援専門員 １名  １ 

医師（非常勤）  ３名 ０．１ 

管理栄養士 １名 １名 １．８ 

     

 

 

 

 

 

◎居室平均面積、食堂・機能訓練室の一人当たりの面積１４．５㎡、１２．７７㎡ 

居室：全室個室（全室洗面台・ベッド設置） 

設備：リビング（各ユニット）、浴室（各フロアに一般浴槽、機械浴槽）、医務室、広場

（談話コーナー、機能訓練室〔平行棒・ホットパック等設置〕） 

＊ 一部居室にトイレを設置している他、居室外にも共用のトイレがあります。 
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＜主な職員の主な勤務体制＞ 

職種 勤務体制 

施設長 日勤  ８：００～１７：００ 

医師（非常勤） 毎週  月・木午前中、金曜午後 

介護職員 

早出  ７：００～１６：００ 

日勤① ８：００～１７：００ 

日勤② ８：３０～１７：３０ 

遅出 １１：３０～２０：３０ 

夜勤 １６：４５～ ９：１５ 

看護職員 

日勤  ８：３０～１７：３０ 
生活相談員 

機能訓練指導員 

介護支援専門員 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

◎ 当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合があります。 

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただく場合があります。 

 

 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第５条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９～７割）が介護保険から給付されます。 

＜サービスの概要＞   

①食事（但し、食費は別途いただきます。） 

当施設では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況および嗜

好を考慮した食事を提供します。なお、ご利用者の自立支援のため、離床してリビングにて食事をとっていた

だくことを原則としています。 

（食事時間） 朝食８：００～ 昼食１２：００～ おやつ１５：００～ 夕食１８：００～ 

 

②入浴 

入浴又は清拭を週２回以上行います。原則として、４泊５日以上で２回の入浴となります。車椅子の方が

入浴できる浴槽および、寝たきりの方が入浴できる浴槽があります。 

 

③ 排泄 

排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 

④ 機能訓練 

機能訓練指導員または介護職員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な能

の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 
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⑤ 健康管理 

医師や看護職員が健康管理を行います。 

 

   ⑥  その他自立への支援 

寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。また、生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行

うよう配慮し、清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

  ⑦ 送迎 

    当施設から自宅までの送迎をご希望される方は、施設車両にて送迎致します。（日程や時間帯に送迎が難し

い場合はご相談させていただく場合がございます。） 

   ※但し、天候悪化時の送迎について危険と判断される場合には、送迎ができない場合がございます。その際

には早目にご連絡致しますので、利用日の変更やご家族による送迎等の対応をお願いする場合がございます。 

※日曜日及び、年末年始は行っておりません。 

 

＜介護保険適用となるサービス料金＞ 

以下に記載するサービス利用料金をお支払いいただきます。 

（サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。） 

※介護報酬単価の地域区分は３級地（１単位当たり１０．８３円）となっております。 

※料金は 1割/ 2割/ 3割の順に表記しています。 

 

併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅰ）…一日につき 

・要介護１： ７６３円／１，５２５円／２，２８８円 

・要介護２： ８３６円／１，６７２円／２，５０８円 

・要介護３： ９１８円／１，８３５円／２，７５２円 

・要介護４： ９９５円／１，９８９円／２，９８３円 

・要介護５： １，０６９円／２，１３８円／３，２０７円 

併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）…一日につき 

・要支援１： ５７３円／１，１４６円／１，７１９円 

・要支援２： ７１１円／１，４２１円／２，１３２円 

＊ 上記料金に以下の加算が算定されます。…一日につき 

   ・看護体制加算（Ⅰ）       ： ５円/ ９円/ １３円 

   ・看護体制加算（Ⅱ）       ： ９円/ １８円/ ２６円 

・看護体制加算（Ⅲ）       ： １３円/ ２６円/ ３９円 

   ・看護体制加算（Ⅳ）       ： ２５円/ ５０円/ ７５円 

   ・夜勤職員配置加算（Ⅱ）     ： ２０円/ ３９円/ ５９円 

 ・夜勤職員配置加算（Ⅳ）     ： ２２円/ ４４円/ ６５円 

   ・機能訓練体制加算        ： １３円/ ２６円/ ３９円 

   ・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ： ２４円/ ４８円/ ７２円 

   ・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ： ２０円/ ３９円/ ５９円 

   ・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ： ７円/ １３円/ ２０円 

 ※ただし、要支援の方のご利用の場合、看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)及び夜勤職員配置加算(Ⅱ)は算定されません 
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   ※サービス提供体制強化加算はⅠ～Ⅲのいずれかを算定、もしくは算定しない場合があります 

 

＊ 当施設の送迎をご利用された場合は、送迎加算が算定されます。 

  ・送迎加算           ： ２００円/ ３９９円/ ５９８円／回 

＊ 医師による診断の上で、治療食を提供した場合、療養食加算が算定されることがあります。 

      ・療養食加算          ： ９円/ １８円/ ２６円／回 

＊  居宅サービス計画において計画的に行っていない利用を受け入れた場合に算定されることがあります。 

    ・緊急短期入所受入加算     ： ９８円/ １９５円/ ２９３円／日 

＊  その他の加算としまして、下記を実施した場合に算定されることがあります。 

    ・医療連携強化加算       ： ６３円/ １２６円/ １８９円／日 

    ・個別機能訓練加算       ： ６１円/ １２２円/ １８２円／日 

    ・生活機能向上連携加算Ⅰ    ： １０９円/ ２１７円/ ３２５円／月 

・生活機能向上連携加算Ⅱ    ： ２１７円/ ４３４円/ ６５０円／月 

    ・認知症専門ケア加算Ⅰ      ： ４円/ ７円/ １０円／日 

    ・認知症専門ケア加算Ⅱ      ： ５円/ ９円/ １３円／日 

    ・在宅中重度受入加算       ：４４８円/８９５円/１，３４２円／日 

    ・若年性認知症利用者受入加算   :１３０円/２６０円/３９０円／日 

    ・認知症行動・心理症状緊急対応加算：２１７円/４３４円/６５０円／日 

    ・看取り連携体制加算       ：７０円/１３９円/２０８円／日 

    ・口腔連携強化加算        ：５５円/１０９円/１６３円／回 

    ・生産性向上推進体制加算（Ⅰ）  ：１０９円/２１７円/３２５円／月 

    ・生産性向上推進体制加算（Ⅱ）   ：１１円/２２円/３３円／月 

＊ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ（１４．０％） 

＊  介護職員等処遇改善加算Ⅱ（１３．６％） 

＊  介護職員等処遇改善加算Ⅲ（１１．３％） 

＊  介護職員等処遇改善加算Ⅳ（９．０％） 

所定単位数に加算率を乗じた単位数で算定します 

 ※介護職員等処遇改善加算については職員体制状況等によりⅠ～Ⅳのいずれかを算定するものと致します。 

 

☆ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。

要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、

居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の

申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ 利用者に提供するサービスに係る費用として滞在費、食費は別途いただきます。  （下記（２）①、②参照） 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第６条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 滞在費 

     併設型ユニット型短期入所生活介護費サービス（ユニット型個室）を提供するに伴い、下記の料金表に基づき、
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室料・光熱水費等相当分して滞在費をご負担いただきます。 

○ 介護保険対応日（１日あたり） 

費 目 居 住 費 トイレ付き居室居住費 

金 額 ３，０００円 ３，５００円 

＊ 上記金額は１日あたりの料金（事業者設定金額）です。ただし、滞在費について、介護保険負担限度額の

認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が１日あたりの料金となります。介護保険負担

限度額認定証はご提示がなければ減額とされた金額とはなりません。 

＊ 介護保険非対応日（自費利用日）は段階区分に関係なく、一律３，０００円を１日あたりの滞在費としてご

負担いただきます。 

 

② 食費 

食事の提供にかかる食材料費と調理費相当分の費用を、下記の料金表に基づき、ご負担いただきます。 

○介護保険対応日（１食あたり） 

費 目 食 費 

朝 食 ４７０円 

昼 食 ７２０円 

夕 食 ７１０円 

＊ 上記金額は１食あたりの料金（事業者設定金額）です。ただし、食費について、介護保険負担限度額の

認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が１日あたりの上限料金となります。介護保険

負担限度額認定証はご提示がなければ減額とされた金額とはなりません。 

＊ 介護保険非対応日（自費利用日）は段階区分に関係なく、当事業者で設定された料金を食費としてご負担

いただきます。 

 

③ 理髪・美容 

理美容サービスをご希望され、実施した場合に費用をお支払いいただきます。 

利用料金：実費をいただきます 

 

④ レクリエーション 

利用者の希望によりレクリエーションに参加していただくことができます。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます 

 

⑤ 送迎 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、お住まいと

当事業所との間の送迎費用として、別途料金をいただきます。 

※有料道路を通行する場合も実費をご負担いただきます。 

 

⑥ 複写物の交付 

利用者は、サービス提供についての記録等の複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。                             

１枚につき   １０円 



 7 

⑦ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者にご負担いただくことが適当であるものにかかる

費用を負担いただきます。（おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。） 

 

⑧ テレビ代 

居室内で、施設のテレビをご利用いただくことが出来ます。その場合、テレビ代をご負担いただきます。 

                                        １日につき  １００円 

 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合

事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１か月前までにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第９条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は利用月の月末締めで、口座振替の場合は翌月２７日の引き落としとさせてい

ただきます。引き落としに伴う手数料は、１回あたり１５０円をご負担いただきます。利用料以外の支払いについ

ては、利用料と合わせて請求するものとします。 

※利用料以外の支払いとは、病院からの医療費や施設で代行して立替えたものなどです。 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第１２条参照） 

利用予定期間の前に、利用者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新た

なサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前日までに事業者に申し出てくださ

い。また、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として

下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りで

はありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 滞在費・食費 

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供 

ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

利用者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施されたサー 

ビスに係る利用料金はお支払いいただきます。 
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（５）当施設からの契約解除の申し出 

契約の有効期間中であっても、以下の事項に該当する場合には、本契約を解除していただくことがあります。 

 

（６）利用者負担の減免 

①事業者は、保険者が「住民税世帯非課税のうち、特に生計が困難である者」と認めた利用者については、

利用者負担を減免することがあります。 

    「特に生計が困難である者」とは、 

     ・市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 

     ・利用者負担が減免されなければ生活保護受給者となってしまう者 

     ・その他市町村民税世帯非課税であって、上記に準ずる者と市町村が認めた者などをいいます。 

②利用者負担の減免の程度は、利用者の申請に基づき、市町村において決定された後、交付される確認証に記

載されたものとします。 

③事業者は、利用者が生活保護制度の適用が必要となった場合には、必要な援助を行います。 

 

＜実習生の受け入れについて＞ 

 当事業所では福祉・医療を担う人材を育成するために、専門学校等の養成機関から依頼を受け、実習生の受け入

れを行う場合があります。 

 

＜感染症等発生時の対応について＞ 

 施設内で感染症等の発生・流行時は蔓延防止のため、施設のマニュアルに基づき対応をいたします。それにより、

感染症の疑いまたは発症されている方はご利用の制限をさせていただく場合があります。また、感染症の発生状況

によって、面会は一時的にご遠慮いただくことがあります。 

 

＜非常災害対策について＞    

当施設は消防法にのっとって設計されており、スプリンクラーや防火戸（消火器）を設置しています。また、火災・

地震・水害等の災害からご利用者の生命・身体及び財産を保護するために、防災管理規程を作成するとともに、

消防署届出による避難訓練を、年２回行います。また、別途定めるＢＣＰ（事業継続計画）により、大規模な災害

や感染症が発生した場合でも、事業が出来る限り継続できるよう尽力します。 

① 短期入所生活介護サービスの実施に際し、利用者がその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果本契約を継続しがたい事情を生じさせた

場合、もしくは生じさせるおそれのある場合。 

② 利用者が、他の利用者等の生命・身体・健康・財産・信用等を傷つけること、あるいは傷つけるおそ

れのあること、又は利用者自身が重大な自傷行為（自殺にいたる恐れがあるような場合）を繰り返すな

ど、本契約を継続しがたいほどの重大な事情や背信行為を行った場合。又は、施設の建物、設備等の設

備、信用について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更により、社会通念に照ら

してサービスの提供が不可能になった場合。 

③ 利用者または、利用者の家族等からの職員に対する身体的、精神的暴力又はセクシャルハラスメントに

より、職員の心身に危害か生じ、又は生ずるおそれのある場合で、その危害の発生又は再発防止するこ

とが著しく困難である場合等により、利用者に対してサービスの提供が不可能になった場合。 
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◎ 苦情の受付について（契約書第２５条参照）  

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

      ○苦情受付責任者      和田 周郎 

      ○苦情受付窓口（担当者）  久保田 彩季 

      ○受付時間         （月～金）８：３０～１７：３０  

      ○電話番号         ０７９７－２３－７３００  

○ＦＡＸ番号        ０７９７－２３－７３０１ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

芦屋市役所 

介護保険課 

所在地：兵庫県芦屋市精道町７－６ 

電話 ：０７９７－３８－２０４６ 

兵庫県 

国民健康保険団体連合会 

所在地：兵庫県神戸市中央区三ノ宮１－９－１－１８０１ 

電話 ：０７８－３３２－５６１７ 
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個人情報の使用に係る同意書 

 

 以下に定める条件のとおり、私（契約者）は、社会福祉法人明倫福祉会が実施する事業

について、私および身元引受人、家族の個人情報等を下記の利用目的の必要最低限の範

囲内で使用、提供、または収集することに同意します。 

１．利用期間 

   介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

２．利用目的 

   （１） 介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

   （２） 利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供

されるために実施するサービス担当者会議での情報提供の為 

   （３） 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体

（保険者）、その他社会福祉団体等との連絡調整のため 

   （４） 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意

見を求める必要のある場合 

   （５） 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

   （６） 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

   （７） その他サービス提供で必要な場合 

   （８） 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

３．使用条件 

   （１） 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して

利用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサー

ビス終了後においても、第三者に漏らさない。 

    （２） 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求

があれば開示する。 

 

    ・当施設をご利用された際の写真、氏名、その他個人情報に該当する事項の取り扱いに 

     ついて、下記使用目的に了承します。(ご了承頂ける項目にチェックして下さい) 

 

        □施設内の掲示 

        □広報誌の掲載 

        □SNS の掲載（Instagram、Facebook、ホームページ等） 

 

 

 

 

特記事項  例：顔写真は良いが氏名は控える等 
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説明及び同意年月日  令和   年  月  日 

説明を行った場所                    

説明を行った時間                    

 

 

短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項及び個人情報の利用に係る同

意についての説明を行いました。 

 

説 明 者  社会福祉法人明倫福祉会 介護老人福祉施設愛しや 

                    職 種               

                    氏 名               

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項及び個人情報の利用に係る同意についての説明を受け、短

期入所生活介護の提供開始に同意しました。 

 

 

 

契 約 者 

住所                   

 

氏名                   

（代筆者                   ） 

（利用者との関係               ） 

 

 

身元引受人（連帯保証人） 

住所                   

 

氏名                   

（利用者との関係               ） 
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≪重要事項説明書付属文書≫ 

 

１．施設の概要 

（１）建物の構造    鉄骨鉄筋コンクリート造 地上５階建て 

（２）敷地面積  ４，９９２．５７㎡（全体） 

（３）建物の延べ床面積   ５，６８４．５３㎡ 

（４）併設事業     当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

            ◇介護老人福祉施設  定員８０名 

（５）施設の周辺環境  芦屋市南東に位置し、海に面しており、緑に囲まれた施設です。 

 

２．職員の配置状況 

＜配置職員の職種＞ 

 施設長… 施設の管理者・統括責任者 

 医 師… ご利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

  介護職員… ご利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。 

３名の利用者に対して１名の介護職員を配置しています。 

  看護職員… 主にご利用者の健康管理や療養上の管理を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。４

名以上の看護職員を配置しています。 

生活相談員… ご利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。１名以上の生活相談員を配置し

ています。 

  機能訓練指導員… ご利用者の機能訓練を担当します。１名の機能訓練指導員を配置しています。 

 

３．契約締結から支払までの流れ 

（１）ご利用者に対する具体的なサービスの内容やサービスの方針については、「居宅サービス計画書（ケアプ

ラン）」がある場合にはその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「短期入所生活介護計画」に定めます。

契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に短期入所生活介護計画の原案作

成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。 

② その担当者は短期入所生活介護計画の原案について、ご契約者及びその家族等

に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

③ 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合、

もしくはご契約者及びその家族の要望に応じて変更の必要があるか確認し、変更の

必要のある場合には、契約者及びその家族と協議して短期入所生活介護計画を変更

します。 

④ 短期入所生活介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し

その内容を確認頂きます。 
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４．サービス提供における事業者の義務 

当施設では、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

 

①ご利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、ご利用者から聴取、確

認します。 

③ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、ご利用者又は代理人の請求に

応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

④ご利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  ただし、ご利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載

するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

⑤ご利用者へのサービス提供時において、ご利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに

主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等必要な処置を講じます。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご利用者又はご家族等に関

する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務） 

  ただし、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご利用者の心身等の情報を提供し

ます。 

⑦ご家族より希望があった場合には、諸般の事情を考慮した上で、利用者に連絡するのと同様の通知をご家族へ

も行います。 

☆ 事故発生時の対応…事故発生時には、マニュアルに沿って、適切に対処いたします。 

 

５．サービスの利用に関する留意事項 

 当施設のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお

守り下さい。 

 

（１）施設・設備の使用上の注意 

・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

故意又は重大な過失により、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご利用者に自己負担により原

状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

・ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご利用者の居

室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の

保護について、十分な配慮を行います。 

・当施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできませ

ん。 

 

（２）持参品について 

・高額の現金、貴重品については持ち込まないようにお願いします。 

・家具等の持込みに関しては、担当職員にご相談ください。 

 

（３）面会時間 

・面会時間 ８：３０～２０：００（感染予防期間は別に定める） 

・面会の際は、必ず面会簿にご記入ください。 

また、来訪される際になま物等の持ち込みはご遠慮下さい。 

・広域に感染症が拡大している場合や、拡大の危険がある場合、又、施設内でのクラスター発生の危険性がある

場合には、面会の停止や限定させていただきますのでご理解下さい。 
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（４）外出 

・外出をされる場合には、前日までにお申し出下さい。 

・広域に感染症が拡大している場合や、拡大の危険がある場合、又、施設内でのクラスター発生の危険性がある

場合には、外出の停止や限定させていただきますのでご理解下さい。 

 

（５）食事 

・食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。※葬儀への参加など、緊急やむを得ない場合に は当日で

も構いません。 

・前日までにお申し出があった場合には、「食事に係わる自己負担額」は徴収いたしません。 

 

（６）喫煙  

・事業所内は全面禁煙とさせていただきます。 

  

６．損害賠償について 

 当施設において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償

いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過

失が認められる場合には、ご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠

償責任を減じる場合があります。なお、当施設の加入する損害賠償契約の詳細内容については、事務所までお問い

合わせください。 

 

７．重要事項説明書の内容変更について 

 介護保険の給付対象とならないサービスに係わる利用料金については、変更の内容と変更する事由について、

変更を行う１ヶ月前までに書面等にてご説明します。なお、介護保険の給付対象とならないサービスに係わる

利用料金以外の重要事項説明書の内容変更については随時、当施設内掲示板にて掲示します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


